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2020 年 5 月 

新型コロナウイルス感染症に関する重要な情報をお知らせします。 

状況は日々変化します。常に新しい情報に注意してください。（紙面は５月 22日現在の情報です） 

新型コロナウイルス感染症は、特効薬やワクチンが現在まで確認されていません。再び感染を拡大させな

いためには、長期的な取り組みが必要となります。「新しい生活様式」を実践し、感染拡大防止と社会

経済活動の両立を目指しましょう。 

「新しい生活様式」を実践し、第２波を防ごう！ 感染拡大 
防止 

● 感染が疑われる人 新型コロナウイルス感染症有症状者相談窓口（松本保健所） ℡0263・40・1939 

● 感染予防等の相談  長野県保健・疾病対策課 ℡026・235・7277 または ℡026・235・7278 

● ＦＡＸ相談 長野県 FAX 相談窓口 Fax 026・403・0320 ● 外国人向け ＮＡＧＡＮＯ多言語コールセンター ℡0120・691・792  

● こころの相談 長野県精神保健福祉センター ℡026・227・1810 

● 市総合窓口 【市新型コロナウイルス感染症対策本部】 市役所代表 ℡71・2000、Fax71・5000 危機管理課 ℡71・2119 
健康にかかわる相談（健康推進課 ℡71・2470 Fax71・2328） 商工業にかかわる相談（商工労政課 ℡71・2041 Fａｘ72・1340）                     

相談窓口    

編集・発行：安曇野市政策部秘書広報課（℡ 71・2000 Fax 71・5000 ） E-mail:info@city.azumino.nagano.jp 
保存版 

感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い 
 

□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。 

□活動はできるだけ屋内より屋外を選ぶ。 

□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。 

□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。 

□家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。 

□手洗いは 30秒程度かけて石けんで丁寧に洗う。（手指消毒薬の使用も可） 

※高齢者や持病があるような重症化リスクの高い人と会う際には、厳重な体調管理を。 

 

 移動に関する感染対策 
 
□感染が拡大している地域との往来は控える。 

□帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。 

□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモする。 

□地域の感染状況に注意する。 

□テレワークやローテーション勤務 □時差通勤でゆったりと □オフィスはひろびろと 

□会議はオンライン □名刺交換はオンライン □対面での打合せは換気とマスク 

・通販も利用 

・1人または少人数ですいた時間に 

・クレジットカードなど電子決済の利用 

・計画を立てて素早く済ます 

・展示品への接触は控えめに 

・レジに並ぶときは前後にスペースを 

 

・公園はすいた時間、場所を選ぶ 

・筋トレやヨガは自宅で動画を活用 

・ジョギングは少人数で 

・すれ違うときは距離をとる 

・予約制を利用してゆったりと 

・狭い部屋での長居は無用 

・歌や応援は、十分な距離かオンライン 

 

・会話は控えめに 

・混んでいる時間帯は避けて 

・徒歩や自転車も併用する 

 

・持ち帰りや出前なども活用 

・屋外空間で気持ちよく 

・大皿は避けて、料理は個々に 

・対面ではなく横並びで座る 

・料理に集中、おしゃべりは控えめに 

・お酌、グラスの回し飲みは避けて 

 

・多人数での会食は避けて 

・発熱や風邪症状がある場合は参加しない 

買い物 

一人ひとりの基本的な感染対策 

日常生活を営む上での基本的生活様式 

働き方の新しいスタイル 

□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底  □こまめに換気 

□身体的距離の確保    □「３密」の回避（密集、密接、密閉） 

□毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養 

日常生活の各場面別の生活様式 

● 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、内閣官房ホームページで公表されています。 

● 地域や家族でも「新しい生活様式」について話し合っていただくようお願いします。 

 

買い物 

娯楽 

スポーツ等 

公共交通 

機関の利用 

食事 

冠婚葬祭 

親族行事 

 

レイルは、年齢を重ねることにより、心と体の動きが

弱くなった状態をいいます。「新しい生活様式」にお 

いても、座る時間を減らすなど、少しでも運動を取り入れ、

筋力低下を防ぎましょう。また、電話やちょっとしたご近所

の挨拶・会話を大切にして、心の健康を保ちましょう。 

「フレイル」に注意！ 高齢者の皆さま

へ 

フ 

２０２０.５.27 

不安やお悩みは 相談窓口へ 



 

 

 

 

 

 

※ 今後も、国・県・市が発表する情報、広報あづみのや市ホームページに掲載されている情報をご注視ください。 

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける皆さまの生活を下支えします。 

最新の情報はお問い合わせいただくか市ホームページ https://www.city.azumino.nagano.jpをご覧ください。 

一人ひとりの暮らしを守ろう！ （５月２２日現在の情報） 生活支援 

 

生活についての支援策 

子育て世帯の支援策 

● 主に休業された人（緊急小口資金） 

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の貸付です。 

【上限額】 １０万円（個人事業主等の特例の場合２０万円） 

● 主に失業された人など（総合支援資金） 

生活再建までの間（原則３カ月）に必要な生活費用の貸付です。 

【上限額】 ２人以上世帯月２０万円以内、単身世帯月１５万円以内 

問合せ・申請／まいさぽ安曇野（℡８８・８７０７ fax７２・９１３０） 

学生の支援策 

一時的な生活資金を貸し付けます 

特別定額給付金の申請について 

特別定額給付金（１人あたり 10 万円）の申請書を各世帯主に発

送しました。感染拡大防止のため、返信用封筒による申請手続き

をお願いします。〆切は、８月２５日（火）です。 

問合せ／長寿社会課 受付窓口（℡７１・１３８０ fax７１・１３８１） 

 

 

 

住居確保給付金（家賃）を給付します 
離職などにより住居を失った人、または失うおそれの高い人に一定期

間家賃相当額を支給します。詳しくはお問い合わせください。 

問合せ・申請／まいさぽ安曇野（℡８８・８７０７ fax７２・９１３０） 

納税などの猶予について 

● 市民税・固定資産税等 

収入が減少（前年同月比２割以上減少）した人は、１年間、無担保か

つ延滞金なしで納税が猶予できます。 

問合せ・申請／収納課（℡７１・２４８１ fax７２・２０６５）  

※各種保険税（料）・上下水道料金等は、個別にご相談ください。 

 

 水道料１期（2 カ月）分の基本料金を免除します 

全使用者を対象に、市独自の事業として、下記請求２カ月分の水道の

基本料金を全額免除します。申請は不要です。 

【豊科・堀金・明科】 ７月請求分 【穂高・三郷】 ８月請求分 

問合せ／経営管理課（℡７１・２２７１ fax７２・３１７６）  

 

 

臨時特別給付金を支給します 

児童手当受給者（子育て世帯）の生活を支援するため、一時金を支

給します。５月下旬（国）と６月上旬（市）に案内通知を発送します。 

【支給額】 子ども１人あたり、国より１万円、市より２万円。特例給付

の方は市からの支給のみとなります。 

問合せ・申請／子ども支援課（℡７１・２２５５ fax７２・２０６５） 

小中学生５月分の給食費を免除します 
市内の小中学校が対象です。申請は不要です。 

問合せ／学校教育課（℡７１・２２２３ fax７１・２３３８） 

 

大学・専門学校などの授業料等を免除します 

事業者の支援策 

防止  

● 高等教育の修学支援新制度 

世帯（父母等）の失業や収入減により、大学などの授業料等が払えな

い学生を対象に、授業料等の免除と返済のない奨学金の支給を行い

ます。申請・手続き先は在学する大学等です。 

問合せ／日本学生支援機構（℡０５７０・６６６・３０１） 
 

● 学生支援緊急給付金 

経済的に困窮する大学生等に 10～20万円が給付されます。要件や

申請方法など、詳しくは、在学する大学等にお問い合わせください。 

 

子育て・教育の相談を受け付けています 

● 妊娠・出産・育児相談 （保健師・栄養士・歯科衛生士が対応） 

健康推進課（豊科℡８１・０７１３ 穂高・明科℡８１・０７１１ 三郷・堀

金℡８１・０７１４ 共通 fax８１・０７０３） 

● 子どもと親の相談電話（いじめ、ネットトラブル、不登校等） 

豊科公民館内教育相談室（℡７２・２２３８ fax７２・２２０４） 

● 子ども・ひとり親家庭・女性の相談（児童虐待・ＤＶなど。要予約） 

子ども支援課家庭児童相談室（℡７１・２２６５ fax７２・２０６５） 

● ひきこもりの相談 （要予約） 

福祉課障がい福祉担当（℡７１・２２５１ fax７１・２３２８） 

 

休業要請に協力し、感染拡大防止策を講じた事業者に支給します。 

● 県市連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金 

【支給額】 ３０万円 ※県へ郵送による申請。６月１日（月）〆切 

問合せ・申請／県相談窓口（℡026・235・7945、026・235・7382） 

● 休業要請の対象外となった食事提供施設等への支援金 

【支給額】 １０万円 ※市独自施策。市へ申請。６月３０日（火）〆切 

● ５月７日以降も対策を講じた場合の支援金 

【支給額】 １０万円 ※市独自施策。市へ申請。６月３０日（火）〆切 

問合せ・申請／商工労政課（℡７１・２０４１ fax７２・１３４０） 

 

 

 

 

 

休業要請・感染拡大防止の給付について 経営・雇用支援・融資等をご案内します 

● 持続化給付金 自粛による売上半減など、要件を満たした場合 

の給付金です。【上限額】 法人 200万円、個人事業 100万円 

問合せ・申請／持続化給付金コールセンター（℡０１２０・１１５・５７０） 

● 無利子・無担保の融資 各団体の融資メニューがあります。 

要件や上限額など詳しくはお問い合わせください。 

● テークアウト等新規事業計画支援 テークアウトや家事代行サービ 

スなど新規事業を計画する事業者を補助します。【上限額】 10万円 

● この他、各団体の支援策があります。詳しくはご相談ください。 

問合せ／商工労政課（℡７１・２０４１ fax７２・１３４０） 

 

 

 


